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選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
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投
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者
と
な
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の
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…
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…
…
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管
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体
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指
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届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
行
財
政
支
援
課
）
…
…
…
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…
三

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
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（
行
財
政
支
援
課
）
…
…
…
…
…
三

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

一　

病
院　

久
留
米
市
の
表
中

「
介
護
老
人
保
健
施
設
久
英
荘

〃　
　
　

上
津
町
一

－

八

－

一
五

」
を

「
介
護
老
人
保
健
施
設
高
良
台

〃　
　
　

荒
木
町
荒
木
二
〇
二
〇

」
に
改
め
る
。

　

一　

病
院　

中
間
市
の
表
中

「
中
間
市
立
病
院

中
間
市
蓮
花
寺
三

－

一

－

七

を

新
中
間
病
院

〃　
　

通
谷
一

－

三
六

－

一

」

「
新
中
間
病
院

中
間
市
通
谷
一

－

三
六

－

一

」
に
改
め
る
。

　

二　

老
人
ホ
ー
ム
の
表
中

「
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
第
二
わ
か
ば

〃　
　
　

〃　
　
　

香
月
中
央
一

－

三

－

一

」
を

「
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
第
二
わ
か
ば

〃　
　
　

〃　
　
　

香
月
中
央
一

－

三

－

一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
わ
か
ば

〃　
　
　

〃　
　
　

香
月
西
二

－

九

－

三

に
、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
わ
か
ば

〃　
　
　

〃　
　
　

香
月
西
二

－

九

－

三

」

「
添
田
町
立
養
護
老
人
ホ
ー
ム
錦
風
荘

〃　
　

添
田
町
大
字
庄
一
一
〇
六

を

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
添
寿
園

〃　
　

〃　
　

大
字
庄
一
一
一
三

－

二

」

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
添
寿
園

〃　
　

添
田
町
大
字
庄
一
一
一
三

－

二

」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。
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令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任
者

の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

あ
べ
ひ
で
き
後
援

会

阿
部　

秀
樹

阿
部　

秀
樹

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
桜
坂
一

－

三

－

二
〇

四
、　

九
、
二
八

い
い
だ
早
苗
後
援

会

飯
田　

茂
夫

飯
田　

茂
夫

福
岡
県
朝
倉
市
杷
木
穂
坂
三
九
一

－

一

四
、　

九
、
一
四

い
っ
て
き
ひ
ろ
こ

後
援
会

野
見
山
亮
一

板
倉　

健
二

福
岡
県
鞍
手
郡
小
竹
町
大
字
勝
野
三

七
六
五

－

一
〇

四
、　

九
、　

二

岩
村
宗
一
郎
後
援

会

岩
村
宗
一
郎

岩
村　

幸
子

福
岡
県
京
都
郡
み
や
こ
町
犀
川
木
山

一
一
七
七
―
一
八

四
、　

九
、
一
四

Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら
国
民

を
守
る
党

熊
丸　

英
治

熊
丸　

英
治

福
岡
県
久
留
米
市
梅
満
町
六
六
九

四
、　

九
、　

九

江
本
み
つ
る
後
援

会

江
本　
　

満

江
本　

京
子

福
岡
県
行
橋
市
中
央
三

－
七

－
一　

二
階

四
、　

九
、
二
二

大
石
と
も
や
後
援

会

大
石　

友
也

大
石　

友
也

福
岡
県
八
女
市
室
岡
五
一
八

四
、　

九
、
二
八

大
隈
け
い
た
ろ
う

後
援
会

大
隈
慶
太
郎

大
隈　

伸
子

福
岡
県
古
賀
市
舞
の
里
二

－

三

－

一

イ
ス
ト
ワ
ー
ル
千
鳥
二
〇
三
号
室

四
、　

九
、　

五

大
山
た
か
ゆ
き
後

援
会

大
山　

隆
之

大
山　

隆
之

福
岡
県
福
津
市
西
福
間
二

－

一

－

八

四
、　

九
、
二
二

甲
木
け
ん
た
ろ
う

後
援
会

甲
木
健
太
郎

甲
木
健
太
郎

福
岡
県
柳
川
市
京
町
三
五

－

一

四
、　

九
、
一
二

か
と
う
り
ょ
う
後

援
会

加
藤　
　

僚

加
藤　
　

僚

福
岡
県
飯
塚
市
幸
袋
八
〇
一

－

三
〇

五
号

四
、　

九
、　

一

北
川
茂
雄
後
援
会

北
川　

茂
雄

北
川　

茂
雄

福
岡
県
福
津
市
若
木
台
六

－

一
三

－

四

四
、　

九
、
三
〇

新
藤
た
か
ひ
ろ
後

援
会

前
田　

精
一

三
好　

宏
輔

福
岡
県
飯
塚
市
本
町
一
六

－

八

四
、　

九
、
一
五

と
う
ど
う
あ
き
ら

後
援
会

藤
堂　
　

彰

藤
堂　

文
恵

福
岡
県
飯
塚
市
目
尾
五
〇
四

－

四
五

四
、　

九
、
一
五

富
永
ゆ
か
り
後
援

会

富
永
友
香
里

中
村
智
恵
子

福
岡
県
久
留
米
市
津
福
今
町
四
九
九

－

二
七

四
、　

九
、
一
六

豊
福
た
つ
や
後
援

会

豊
福　

達
也

豊
福　

達
也

福
岡
県
大
牟
田
市
小
浜
町
七
七

－

八

三

四
、　

九
、　

七

な
か
ま
未
来
の
会

岡
部　

謙
治

入
江　
　

武

福
岡
県
中
間
市
長
津
一

－

一
二

－

三

（
堀
田
ス
ポ
ー
ツ
店
）
二
Ｆ

四
、　

九
、
二
六

平
野
せ
い
じ
後
援

会

平
野　

誠
二

平
野　

誠
二

福
岡
県
大
野
城
市
下
大
利
一

－

一
〇

－

一
四　

一
階

四
、　

九
、
二
六

ひ
ろ
せ
正
子
後
援

会

葊
瀬　

正
子

葊
瀬　

早
美

福
岡
県
鞍
手
郡
小
竹
町
大
字
新
多
一

三
八
一
本
町
三
四
六
号

四
、　

九
、
一
三

福
岡
の
新
時
代
を

つ
く
る
会

田
中　

慎
介

宮
浦　
　

寛

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
平
尾
五

－

四

－

三
六　

ア
イ
ア
ン
ド
エ
ル
平
尾

二
Ｆ　

四
、　

九
、
二
八

前
野
ま
み
こ
後
援

会

前
野
真
実
子

山
下　

真
弓

福
岡
県
福
岡
市
早
良
区
飯
倉
四

－

一

－

二

四
、　

九
、
二
七

宮
野
一
男
後
援
会

伏
原　

一
好

有
本
真
佐
子

福
岡
県
鞍
手
郡
小
竹
町
御
徳
一
二
三

四

－

二

四
、　

九
、
一
三

山
下
み
ま
る
後
援

会

山
下　

美
丸

山
下
富
美
子

福
岡
県
鞍
手
郡
小
竹
町
新
多
一
五
七

三

－

二
一

四
、　

九
、
二
六

わ
た
な
べ
由
美
子

後
援
会

渡
辺
由
美
子

渡
辺　

明
人

福
岡
県
鞍
手
郡
小
竹
町
勝
野
二
七
四

六

－

八

四
、　

九
、
二
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名

称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
福

岡
県
宅
建
支
部

柴
山　

利
博

代
表
者
の
氏
名
柴
山　

利
博

北
里　
　

厚

　

四
、　

五
、
二
六

自
由
民
主
党
福

岡
県
新
環
境
創

造
の
会
支
部

桒
野　

修
司

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
古
賀
市

花
見
東
二

－

一

一

－

一
一

福
岡
県
大
牟
田

市
小
川
町
三
二

－

一
四
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代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

桒
野　

修
司

坂
元　

浩
二

髙
木　

章
次

島
本　

卓
三

四
、　

九
、　

六

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名

称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

稲
益
あ
き
ひ
こ

後
援
会

稲
益　

彰
彦

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
大
牟
田

市
大
正
町
一

－

四

－

三　

蓬
菜

閣
ビ
ル
二
〇
三

福
岡
県
大
牟
田

市
大
字
久
福
木

七
七
四

－

一　

県
営
住
宅
久
福

木
団
地
一
棟
一

〇
一
号

四
、　

九
、　

一

豊
福
る
み
こ
後

援
会

豊
福
る
み
子

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
遠
賀
郡

岡
垣
町
海
老
津

駅
前
二

－

二
二　

パ
イ
ン
コ
ー
ト

一
〇
一

福
岡
県
遠
賀
郡

岡
垣
町
野
間
五

－

一

－

一
一

四
、　

九
、
二
〇 

福
岡
県
医
師
連

盟

蓮
澤　

浩
明

代
表
者
の
氏
名
蓮
澤　

浩
明

松
田
峻
一
良

四
、　

一
、　

八

福
岡
県
宅
建
政

治
連
盟

柴
山　

利
博

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

柴
山　

利
博

西
村　

竜
一

北
里　
　

厚

角
田　

幸
雄

四
、　

五
、
二
六

四
、　

七
、
一
一

諸
隈
ひ
で
ふ
み

後
援
会

諸
隈　

英
文

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市

西
区
周
船
寺
一

－
七

－
六
〇　

Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｕ
Ｋ
Ａ

ビ
ル
一
〇
一
号

室

福
岡
県
福
岡
市

西
区
周
船
寺
三

－

一
七

－

三　

Ｊ
Ｇ
Ｍ
レ
ク
リ

オ
周
船
寺
八
〇

二
号
室

四
、　

九
、
一
二 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者
の
氏
名

　

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
福
岡
県
第
九
選
挙
区
支
部

三
原　

朝
彦

　

四
、　

九
、
一
〇

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者
の
氏
名

　

解
散
年
月
日

は
ら
だ
重
信
後
援
会

松
田　

直
行

　

四
、　

九
、
一
三

森
本
慎
太
郎
後
援
会

森
本
慎
太
郎

　

四
、　

八
、　

九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体

の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日 

阿
部　

秀
樹

福
岡
市
議
会
議

員

あ
べ
ひ
で
き
後

援
会

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
桜
坂
一

－

三

－

二
〇

四
、　

九
、
二
八

大
隈
慶
太
郎

古
賀
市
議
会
議

員

大
隈
け
い
た

ろ
う
後
援
会

福
岡
県
古
賀
市
舞
の
里
二

－

三

－

一　

イ
ス
ト
ワ
ー
ル
千
鳥
二
〇
三
号
室

四
、　

九
、　

五

大
山　

隆
之

福
津
市
議
会
議

員

大
山
た
か
ゆ

き
後
援
会

福
岡
県
福
津
市
西
福
間
二

－

一

－

八

四
、　

九
、
二
二

田
中　

慎
介

福
岡
市
長

福
岡
の
新
時

代
を
つ
く
る

会

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
平
尾
五

－

四

－

三
六　

ア
イ
ア
ン
ド
エ
ル
平
尾　

二
Ｆ

四
、　

九
、
二
六

前
野
真
実
子

福
岡
市
議
会
議

員

前
野
ま
み
こ

後
援
会

福
岡
県
福
岡
市
早
良
区
飯
倉
四

－

一

－

二

四
、　

九
、
二
七

渡
辺
由
美
子

小
竹
町
議
会
議

員

わ
た
な
べ
由

美
子
後
援
会

福
岡
県
鞍
手
郡
小
竹
町
勝
野

二
七
四
六

－

八

四
、　

九
、
二
七
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福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

田
中　

慎
介

田
中
し
ん
す
け
後
援
会

四
、　

九
、
二
六

森
本
慎
太
郎

森
本
慎
太
郎
後
援
会

四
、　

八
、　

九




